
令和4年6月29日改訂文書（VER.25）

板橋節電レベル表

レベル１：通常時の取り組み

レベル２：国から需給ひっ迫注意報（広域予備率５～３％の見通し）が発令された場合の取り組み

レベル３：国から需給ひっ迫警報（広域予備率３％を下回る見通し）が発令された場合の取り組み

レベル４：板橋区内で計画停電実施（警報発令・節電要請等を行った後でも広域予備率１％を下回る見通し）となる場合の取り組み

レベル４ レベル３ レベル２ レベル１
基準

（平成22年
度）

必要最小限の点灯 ○
※１

300ルクス程度 ○
※１

500ルクス程度 ○ ○

700ルクス程度 ○

消灯
(避難時の必要照度を確保)

○

間引き ○ ○ ○

点灯 ○

消灯・取外し ○ ○ ○ ○

必要時のみ点灯 ○

トイレ全般の照明 使用時のみ点灯 ○ ○ ○ ○ ○

停止 ○ ○ ○ ○

作動 ○

昼休みの照明
（窓口除く）

消灯 ○ ○ ○ ○ ○

最小限の範囲の照明 ○

可能な限りまとめる ○ ○ ○

通常 ○

未使用の部屋 消灯の徹底 ○ ○ ○ ○ ○

消灯・減灯 ○ ○ ○

必要に応じて点灯 ○

点灯 ○

<夏期> 28℃以上

<冬期> 原則暖房停止

<夏期> 28℃

<冬期> 20℃

可能な限り停止 ○

開館時刻起動、
閉館１時間前停止

○ ○ ○

通常運転 ○

最小限の範囲の空調 ○

可能な限りまとめる ○ ○ ○

通常運転 ○

日射対策 カーテン，ブラインドの調整 ○ ○ ○ ○ ○

執務場所の空調

○ ○ ○ ○

※１：学校の教室とそれに準ずる場所は「学校環境衛生の基準」にて対応すること。

＜区施設＞ 　節電レベル

照明の
節電

照明の照度
（机上）

エレベーターホー
ル・廊下等の照明

トイレ洗面器前
の照明

階段室の照明セン
サー（調光タイプ）

執務場所の照明

案内表示・看板
の消灯

空調の
節電

室温

○

冷温水発生機等の
熱源機の運転



令和4年6月29日改訂文書（VER.25）

レベル４ レベル３ レベル２ レベル１
基準

（平成22年
度）

＜区施設＞ 　節電レベル

原則全停止 ○

一部停止 ○

節電運用 ○ ○

全基稼働 ○

原則階段利用 ○ ○

可能な限り階段利用 ○ ○

近隣階へは階段利用 ○

使用停止 ○ ○ ○

使用可（未使用時はフタ閉） ○ ○

窓口を除き電源OFF ○ ○ ○

原則として電源OFF又はスリー
プ（スタンバイ）モード

○ ○

可能な限りバッテリー駆動
及び画面輝度を低に調整

○ ○

節電モード（画面照度抑制） ○ ○

通常モード ○

コンセント抜き ○ ○ ○ ○

通常 ○

複合機以外使用停止 ○

複合機以外原則停止 ○ ○

節電モードで使用 ○ ○

冷蔵設定温度 [中] ○ ○ ○ ○

給湯室の冷蔵庫のみ使用 ○ ○ ○ ○

各課所有の冷蔵庫も使用 ○

使用停止（業務利用除く） ○

使用可 ○ ○ ○ ○

使用停止 ○ ○ ○ ○

使用可 ○

使用停止 ○ ○ ○

午後1時以降使用停止 ○

使用可 ○

使用停止 ○ ○ ○

課・施設で1台のみ使用可
（複数台使用停止）

○

使用可 ○

使用停止 ○ ○ ○

職員休養室（本庁舎北館9階）
のみ使用可

○

使用可 ○

節電運転の協力依頼 ○ ○ ○ ○

通常運転 ○

未使用時はコンセントを抜く ○ ○ ○ ○

通常 ○

▲30%以上 ▲24%程度 ▲19%程度 ▲15%程度
基準
※２

※２　平成22年度のピーク電力【ｋW】を基準とする。

待機電力
の削減

電気製品全般

節電見込率
（平成22年のピーク時電力【ｋW】との比較予測）

その他
機器の
節電

冷蔵庫
（業務利用除く）

IHコンロ
（キッチンヒーター）

手洗い・流し用電
気温水器

電気給湯器
（給湯室）

電気ポット

電子レンジ等
（業務利用除く）

自動販売機

エレベー
ターの
節電

台数制限

職員の階段利用

トイレの
節電

温水洗浄・暖房便
座（だれでもトイレ

除く）

パソコンの
節電

昼休み・
長時間離席時

運転モード

退庁時・未使用時

プリンタ・FAX・
その他OA機器


